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２．１から見た地域における担い手の確保状況

※　「今後の地域の中心となる経営体」には、規模拡大による経営の効率化、6次産業化による農畜産物の高付加価値化、経営の多角化・複合化など地域農業の発展を牽引する経営体や将来
こうした役割を担うであろう新規就農者等を記載します。また、認定農業者、大規模経営体、農業法人及び広域で営農する農業者がいれば、それらの経営体の意向を確認したうえで、地域の
中心となる経営体として位置づけます。
※　「属性」には、認定農業者は「認農」、法人は「法」、集落営農は「集」、認定新規就農者は「認就」と記載します。
※　「経営体（氏名）」には、法人経営、集落営農など組織経営体の場合は、その組織経営体の名称を記載し、下段括弧書きで組織経営体の代表者名を記載します。
　　集落営農の構成員である認定農業者については、その全ての認定農業者の「認農：氏名」を記載します。
※　計画欄については、現状から概ね５年程度を記載する。（以下の計画欄についても同じ。）
※　「新規就農・６次産業化・・・・等の取組」には、経営発展のために今後取り組もうとする内容に合致する取組を選択し記載します。
※　「その他」には、６次産業化支援事業、強い農業づくり交付金（経営資源有効活用対策事業）、耕作放棄地再生利用緊急対策交付金など、活用が見込まれる関連施策がある場合に記載し
ます。
※　「備考」には、活用する県単独事業などの施策の内容、経営発展に向けて取り組む内容で特筆すべき事項等があれば記載します。
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コメント

生 産 品 目 の 明 確 化 － 　集団的な農用地は嘉例川流域と員弁川及び弁天川流域の２つに大別される地域である。
　嘉例川流域には集落営農組織が設立されており、地域ぐるみの農業が営まれているため、この経営体に対して今後の農
地集積は行わない予定。
　また、一部地域においては集団的な麦作に取組めるよう土地利用調整組織が活動しているため、この取組を支援する。
　員弁川及び弁天川流域には集団的な農用地が広がっているが、市外の農業者が経営している農用地も多く、中心経営
体への利用集積があまり進んでいないため、今後、桑名市在住の中心経営体への利用集積を推進していく。

複 合 化 －

６ 次 産 業 化

取組事項 対応

新 規 就 農 の 促 進

－

高 付 加 価 値 化 －

－

そ の 他 ［ 低 コ ス ト 化 ］ ○

※　筆ごとの具体的な貸付等の計画がある場合は、「別紙：近い将来農地の出し手となる者の農地」に記載します。

６．今後の地域農業のあり方

今後の地域農業のあり方（地域の中心となる経営体とそれ以外の農業者を含めて）

利用しなくなる
農地面積

農地中間管理機構への貸付け希望の有無

農地面積 貸付時期

５．近い将来農地の出し手となる者と農地

近い将来農地の
出し手となる農業者

（氏名）
年齢

現状
〔平成○○年度〕

計画
〔平成○○年度〕

農業をリタイア・経営転換する人は、原則として農地中間管理機構に貸し付ける ○

担い手の分散錯圃を解消するため利用権を交換しようとする人は、原則として農地
中間管理機構に貸し付ける

○

経営内容
（作目）

経営規模の合計
（ha、頭数等）

経営内容
（作目）

経営規模の合計
（ha、頭数等）

その他[右欄に自由に記載]

○

高齢化により離農する農家が増え、後継者不足により耕作放棄地
が増加する可能性がある。今後は新たな集落営農組織の設立や後
継者の育成も視野に入れ、農地を担い手に集積していく。

新規参入を促進して、新規参入者に集積・集約化する

４．３についての農地中間管理機構の活用方針
取組事項 対応

地域の農地所有者は、原則として農地中間管理機構に貸し付ける ○

耕作放棄地を解消する ○

その他[右欄に自由に記載] ○

３．将来の農地利用のあり方
取組事項 対応

担い手に集積・集約化する ○

担い手の分散錯圃を解消する

〔国、都道府県に報告する場合は、農業者名を記載しますが、集落・地域で使用する場合は匿名とすることができます。〕


